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藤沢市産科医師等分娩手当補助金交付要綱 

 

制定 平成２２年１月２９日 

改正 平成２３年６月１７日 

改正 平成２４年４月 １日 

改正 平成２７年３月３１日 

改正  令和５年３月３１日 

改正  令和７年４月 １日 

最終改正 令和８年４月 １日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、産科医、産婦人科医、助産師（以下、「産科医等」という。）

の処遇改善とその確保を図るために、産科医等に分娩取扱件数に応じた手当（以

下、「分娩手当等」という。）を支給する市内の産科医療機関、助産所（以下、「分

娩施設」という。）に対して、医療介護総合確保促進法に基づく神奈川県計画（以

下「神奈川県計画」という。）及び神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補

助金交付要綱（平成２６年１２月２５日施行。以下、「県要綱」という。）に基

づき補助金を交付することについて、藤沢市補助金交付規則（昭和３５年藤沢

市規則第１１号。以下「規則」という。）に規定するもののほか必要な事項を

定めるものとする。 

 

（補助の対象事業等） 

第２条 補助の対象となる事業は、県要綱第２条及び別表１に規定する産科等医

師確保対策推進事業のうち、産科医師等分娩手当補助事業とする。 

２ この要綱における補助事業者は、産科医等に分娩手当等を支給する藤沢市内

に所在する分娩施設（ただし、独立行政法人及び県立病院を除く。）のうち、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）雇用契約書、就業規則またはこれに類するもの（以下、「雇用契約書等」

という。）に、分娩手当等の支給について明記してあること。 

（２）入院から退院までの一分娩当たりの一般的な費用（分娩（管理・介助）料、

入院費用、胎盤処理料及び処置・注射・検査料等とし、妊産婦が任意で選択

できる付加サービス料等については含めない。以下同じ。）として徴収する

額が６０万円未満の分娩施設であること（当該年度の正常分娩の金額を適用

する。ただし、年度途中で６０万円以上となった場合は、６０万円未満であ

った期間について補助の交付対象とする。）。 

（３）神奈川県周産期救急医療事業実施要綱(平成１５年４月１日制定)に規定す

る周産期救急医療システム参加病院でないこと。 
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（補助の対象経費） 

第３条 補助の交付対象経費は、補助事業者が当該分娩施設に勤務する産科医等

に対して支給する分娩手当等とし、予算の範囲内において交付するものとする。 

 

（補助額の算出方法等） 

第４条 補助額は、次により算定する。 

（１）別表の第１欄に定める基準額に補助対象となる年間分娩取扱件数を乗じて

得た額と第２欄に定める対象経費の年間実支出額とを比較して少ない方の額

を選定する。 

（２）前号により選定された額と当該補助事業に係る総事業費から寄付金その他

の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

（３）前号により選定された額に第３欄に定める補助率を乗じて得た額（算定さ

れた額に１，０００円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てた額）を

補助額とする。 

２ 前項の基準額は、県要綱第３条の規定によるものとし、神奈川県から新たに

当該要綱が示された場合には、必要に応じてこの要綱を改正する。 

 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとするものは、藤沢市産科医師等分娩手当補助

金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

（１）収支予算書（第２号様式） 

（２）事業計画書 

（３）事業実施に要する経費に関する計画書 

（４）事業に係る所要額調書 

（５）雇用契約書等の写し 

（６）一般的な分娩費用の内訳が分かる資料 

２ 前項に規定する申請書及び書類の提出期日は、市長が別に定める。 

 

（補助金交付の決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ交付の可否

を決定し、その結果を藤沢市産科医師等分娩手当補助金交付決定通知書（第３

号様式。以下「交付決定通知書」という。）により当該申請者に通知するもの

とする。ただし、補助金の額は交付の予定額とし、交付決定通知書にその旨を

記載するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付を決定した場合において、補助事業を適切に

行わせるため、必要な指示又は条件を付することができる。 
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（事業の計画変更） 

第７条 補助事業者は、補助事業の計画又は内容を変更しようとするときは、藤

沢市産科医師等分娩手当補助事業計画変更承認申請書（第４号様式）に次に掲

げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画変更計画書 

（２）変更収支予算書（第５号様式） 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を

決定し、藤沢市産科医師等分娩手当補助事業計画変更承認通知書（第６号様式）

により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第８条 規則第８条の規定による実績報告は、藤沢市産科医師等分娩手当補助事

業完了届兼事業実績報告書（第７号様式。以下「事業実績報告書」という。）に

次に掲げる書類を添えて、事業完了後速やかに市長に提出するものとする。 

（１）収支決算書（第８号様式） 

（２）事業実施に要した経費に関する事業実績書 

（３）精算額算出内訳書 

 

（補助金額の確定及び通知） 

第９条 市長は、前条の規定による事業実績報告書の提出があったときは、内容

を審査して交付すべき補助金の額を確定し、藤沢市産科医師等分娩手当補助金

交付額確定通知書（第９号様式）により、補助事業者に通知するものとする。

ただし、交付する補助金の額は、神奈川県より交付される神奈川県地域医療介

護総合確保基金事業費補助金（産科医師等分娩手当補助事業）の額を超えない

ものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１０条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支

払うものとする。 

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとするものは、別に定める請求書

を市長に提出しなければならない。 

 

（届出義務等） 

第１１条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書

をもってその旨を市長に届け出なければならない。 

（１）住所又は氏名を変更したとき 
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（２）その他申請内容に変更があったとき 

２ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受

けなければならない。 

 

（交付決定の取消及び返還） 

第１２条 第６条の規定により補助金の交付決定を受けた後、次の各号のいずれ

かに該当すると市長が認めるときは、藤沢市産科医師等分娩手当補助金交付決

定取消通知書（第１０号様式）により交付決定の全部又は一部を取消、もしく

は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（１）適性を欠く事業費の執行が認められるとき 

（２）虚偽その他不正な手続きで補助金の交付を受けたと認められるとき 

（３）交付決定の内容又はそれに付した条件に違反したとき 

（４）その他規則、県要綱及びこの要綱に違反したとき 

 

（書類の整備等） 

第１３条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業の完了の日（事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日）に属する年度の終了

後１０年間保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類（以下「証拠書類等」という。）は、補助事

業により取得、又は効用の増加した財産の処分の制限期間が経過するまで保管

しなければならない。 

３ 補助事業者が法人その他の団体である場合にあって、前項に規定する証拠書

類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を

承継する者（権利義務を承継するものがいない場合は市長）に当該証拠書類等

を引き継がなければならない。 

 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、藤沢市産科医師等分娩手当補助金の交

付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は平成２２年１月２９日から施行する。ただし、適用は平成２１年４

月１日からとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年６月１７日から施行し、平成２３年４月１日から適
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用する。 

（検討） 

２ 市長は、平成２７年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加

え、その結果については必要な措置を講ずるものとする。 

（平成２３年度の申請書の提出について） 

第６条の規程にかかわらず、平成２３年度分の申請書等の提出については、市

長が別に定める日とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、平成２７年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加

え、その結果については必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年３月３１日から施行し、平成２６年４月１日から適用

する。  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年３月３１日から施行し、令和４年４月１日から適用す

る。 

（検討） 

２ 市長は、令和１１年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加

え、その結果について必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 補助額 

１分娩あたり１０，０００円 

 

(注) 

１ 多胎の場合は、多胎児数に

応じて分娩件数を算出できる。

ただし、支給される手当の件数

の算出方法に応じるものとす

る。 

２ 分娩件数には、死産(妊娠

第２２週以降)を含めることが

できる。 

分娩を取扱う産科医等に対し

て処遇改善を目的として分娩

取扱件数に応じて支給される

手当（分娩手当等） 

３分の１ 

 

 


